
水橋ＦＣ U-15 規約(R８年度) 

R8.1.20 

① 『クラブ』の目標・目的 

・ サッカーを通して、夢を持ち目標を達成するために努力を惜しまないことの大切さ

を身に付け、最後まで諦めない強い心を磨く。 

・ やりたいことと、やらなければならないことの調整力を身に付けさせる。 

・ 中学年代で身に付けるべき技術の習得と体力の向上を図る。 

・ 文武両道の精神で勉強も頑張る。 

 

② 将来的な展望 

・ 日本を代表するような優秀な選手を一人でも多く輩出できるような環境を作る。 

・ 競技力向上だけでなく、サッカーを楽しめるような環境を作る。 

 

③練習、試合について     

■クラブ員は以下のことを守り、全力で練習、試合に取り組むこと。 

・ 練習、試合会場では、その場所の使用規定を守り、マナーよく行動すること。 

・ 練習、試合会場までの送迎は保護者の責任のもと、交通安全等に十分留意して行う

こと。自転車で通う場合、ヘルメットを着用、夜間必ず点灯し、練習会場と自宅ま

での往復以外は寄り道しない。 

・ やむを得ない事情で練習、試合を欠席する場合は、事前に監督に連絡すること。 

・ 保護者等会員以外の練習、試合の見学は自由だが、練習中、試合中の介護、助言等

は行わないこと。また、指導方針に対しては、一切をクラブに任せる。 

・ 練習に必要な用具はクラブで用意管理する。ただし、個人的な用具は、各自で準備

すること。 

・ 遠征等通常の練習場所と異なる活動をするときは、その都度指導者の指示に従う。 

 



■練習場所 

・水橋フットボールパーク（人工芝グランド）他 

(天候・グランド状況により近隣体育館・にいかわスポーツドーム等を使用する) 

■練習日を下記のように設ける ()は自由参加日 

・U-15 水曜・(木曜)・金曜 

・U-14 (火曜)・水曜・金曜 

・U-13 火曜・(水曜)・木曜 

※ 土日祝日についてはその都度連絡。 

※ チーム練習以外の時間は各自で積極的に、自分に必要な技術の習得と体力の向上

を図る。ただし、平日のグランド解放は練習時間＋前後 30 分とする。 

※ 練習日以外はできるだけ自主練習を行う。 

※ 冬季期間（1 月・2 月）については、室内の練習が中心になるため、施設の予約

等の関係上、曜日・時間が変更になる場合がある。（塾等の調整を図ること。） 

 

④入部・退部について 

    ① 本クラブの入部・退部は自由であるが、必ず本人・保護者・クラブ側の同意による

ものとする。 

    ② 以下の各項に該当する行為を取った場合は、退部を命ずる。 

   (1) スポーツマンシップ・フェアプレー精神に反すること。 

   (2) 活動への無断欠席を繰り返す。 

   (3)  日常生活に支障をきたすこと。 

   (4) 校則等を守らずに学校生活に支障をきたすこと。 

     (5) 運営及び活動に支障をきたすような態度・行動や言動を行ったとき。 

   (6) 会費の納入を 2 か月以上滞納したとき。 

 

    



⑤保護者の関わりについて    

■サポートクラブ 

  半強制的に活動をお願いする父母会と異なり、より多くクラブに関わりたい保護者

の方々のみで形成された子供たちのサポーター的な会のこと。 

   スタッフと協力しながら水橋ＦＣをサポートし、クラブと保護者のパイプ役となる。 

   参加は任意だが、毎年その中から１名代表者を選定する。 

     

⑥会費について 

当クラブの部員は、必ず別に定める活動費を払わなければならない。 

部費の執行は事務局で行う。その運用については，事務局に一任されるが，年度の決算

の報告は HP 等で行う。 

■入会費 １１，０００円 

■クラブ運営会費、施設・バスの維持管理費 

【年度初め（３月引落時）】年会費１１，０００円 バス維持管理費６，０００円 

【毎月１７日引落】月会費１０，０００円 施設維持管理費（ｶﾒﾗ含）３，０００円 

(ジャージ等の個人のチーム用品は各自負担。) 

※スポーツ安全保険に加入します。 

活動中の怪我による通院・入院・手術の場合は、速やかに事務局に連絡する。 

※合宿、遠征等通常の活動以外に係る費用はその都度集金します。 

※クラブ内イベント、必要経費などで別途会費を集金する場合もあります。 

※月会費・施設維持管理費（R8 年度より施設維持管理費は毎月徴収に変更） 

毎月１７日に翌月分１３，０００円を口座振替にて徴収する。 

３年生は１２月分まで徴収する。 

   ■会費の口座振替 

口座：  北陸銀行 水橋支店 普通６０１８９４０ 

     一般社団法人水橋フットボールクラブ 



⑦問い合わせ先 

事務局・クラブマネジャー：尾島 和久 

   事務所 ０７６-４７９-９５８８ 

携帯℡ ０９０-１３１７-５０５０  

Mail: mizuhashifcojima@gmail.com 

 

⑧U-１５の体制（Ｒ８年度） 

○監督             ：尾島 和久 

○コーチ       ：清水 孝夫（U-13） 

○コーチ       ：藤井 拓（U-15） 

○コーチ       ：椚 充喜(U-14) 

○コーチ（GK）   ：中島 悠  

○コーチ(サポート)  ：尾島 滉ノ介（にいかわドーム） 

〇コーチ(サポート)  ：その他 OB 

〇看護師(サポート)  ：尾島 純子 

 

⑩保険申請についてのお問い合わせ 

〇HP フォームより申請ください。不明な点は事務局まで問合わせください。 

 けがによる保険の申請は、①〒 住所 氏名（フリガナ）、年齢、電話番号 ②事故

の発生日時、場所、状況 ③障害の内容 ④医療機関名、治療期間（見込み） 

     これらを速やかに連絡願います。 
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⑪その他    

   ■クラブ関係者などへの謝金等として、下記のとおり定める。 

a.ボランティアコーチへ交通費として１回 500 円を 1 か月分合算して翌月に支払う。 

b.アルバイトコーチへ謝金として１時間 1,000 円（1 日上限 4,000 円）を 1 か月分合

算して翌月に支払う。 

また宿泊を伴うものについてはその都度協議のうえ支払う。 

c.外部講師・プロコーチには、謝金として 1時間 2,000円（1時間を超える場合は 4,000

円を上限とする。）を 1 か月分合算して翌月に支払う。（交通費込） 

d.コーチ、選手、保護者以外に審判（公式戦）や役員を依頼した場合、その都度、謝

金を支払う。（原則、主審 5,000 円・副審 4,000 円・４審 3,000 円・役員 3,000 円） 

※ただし、試合時間や大会によりその限りではない。 

e.遠征等でマイクロバスの運転を依頼した場合には、謝礼を支払う。 

また、補助車用に自家用車を提供してもらった場合にも、燃料費・高速代とは別に謝

礼を支払うものとする。 

 


